
案件名

契約金額

見積書徴取状況 １社（業者指定）

その他
特記事項

予定価格 3,427,200円

随意契約
の理由

本システムについては、平成22年度末に、公募を実施したが当該業者以外にシステム
を提供できる業者はなく、また、本システムの開発業者である当該業者以外にシステ
ムを保守することは不可能であるため。

根拠法令 会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

3,427,200円 契約年月日 平成23年4月1日

契約業者名
及び住所

コンピュータ・システム株式会社
京都府京都市上京区六軒町通元誓願寺上ル玉屋町２２６－３

発注（契約）
内     容

給与・共済・人事・相談員・こども手当システムのハードウェアの保守及びソフト
ウェアサポート・使用

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

給与、共済、人事、相談員及びこども手当業務については、システムを使用すること
により業務の効率化、簡素化を図っており、来年度も引き続き当該システムを利用し
円滑な業務運営を図りたい。
また、システム障害等に備え当該システムの保守を委託したい。

随意契約理由書

給与・共済・人事・相談員・こども手当
システムのハードウェアの保守及びソフ
トウェアサポート・使用について

要求部署名 総務部会計課


